
 

 虹センターでは、児童虐待その他に

関する歴史的文献を含むさまざまな

資料を収集しています。たとえば、昭

和 39年度から毎年開催されていた「全

国児童相談所スーパーバイザー研修

会」の報告書などは大変貴重ですが、

今となっては絶滅が危惧されていま

す。もしも皆様の職場の倉庫に眠って

いるようでしたら、是非ともご一報く

ださい。 

 過日、呼びかけに応えて、神戸市の

大島剛さんが、数冊の「全国児童相談

所心理判定セミナー」報告書を寄贈し

てくださいました。改めてお礼申し上

げます。  

 

 

平成 24年度「児童相談所での児童虐待相談対応件数」

が 66,807件（速報値）と公表されました。 

また、平成 23年に民法の改正が行われ、親権停止制度

が新設されました。平成 24年度に児童相談所長が行っ

た親権停止審判の申立ては、17自治体で 27事例でした。 

  

Children’s Rainbow Center Newsletter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Vol.13-2：2013.8.9 
子どもの虹情報研修センター機関紙 

               企画・編集室（担当：南山）お気づきの点は下記まで… 

〒245-0062 横浜市戸塚区汲沢町 983番地  

子どもの虹情報研修センター 

TEL：045-871-8011 FAX：045-871-8091 Email：guest-1@crc-japan.net 

 

情報発信の配信先アドレスの変更・配信停止

等ございましたら guest-1@crc-japan.net

までご連絡ください。 

H25 研修より 

申込方法が変更しています！    

Fax での申込 
→インターネットによる申込 

詳しくは、各研修の実施要項や HP をご覧ください。 

【絶滅危惧種を救え！】 

アメリカ保健福祉省では、毎年児童虐待に関する報告を出しています。最新版である 2011

年度報告（2010.10.1-2011.9.30）は 22回目の報告となり、ワシントン D.C.とプエルトリコ

を含んだ 52地域の統計データをまとめています。今回は、日本の虐待統計及び今年 7月に発

行された第 9 次報告と、比較しながらご紹介します。 

日本の児童虐待対応件数 66,807件（児童人口の 0.32%）に対し、アメリカで被虐待を認識

された児童は 676,569人（児童人口の 0.91%）でした。また、2011年度に日本の虐待により

死亡した児童（心中以外）は 58人（100 万人に 2.7人）との報告に対し、アメリカ 51地域に

おいては 1,545人（100万人に 21人）の児童が虐待により死亡したと報告されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここで紹介しているのはごく一部ですが、この他にもそれぞれの地域について、アルコール

や薬物などのリスク、通報が初めてであったか否か、里親家庭での虐待の有無についても統

計結果が報告されています。（山邊） 

虐待被害児童の年齢割合と、 
加害者の分類は、類似した傾向にある

ようです。 
虐待死児童の年齢も類似した傾向に

あり、日本では 82.8%、アメリカでは

88.7％の被害児が 0-5 歳でした。 

日本と米国では、データの収集方法や整理の 
仕方が異なっており、単純に比較することは 
出来ません。例えば、虐待の種類について日本のデ

ータは「主な虐待」であるのに対し、アメリカは「複数回

答」のデータです。それを踏まえても、日本の性的虐待被

害児童が 1,460 人（被虐待児の 2.4%）なのに対し、アメリカ

における性的虐待被害児は 61,472 人（被虐待児の 9.1%）と

割合が高くなっています。 
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 7月 25日（木）「子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について（第 9次報告）」が出されました。平成 23年度に虐待により

亡くなった子どもは 85事例(99人)でした。心中以外の虐待死（56事例 58人）では、第 8次報告と同様に 0歳が 25人（43.1％）と

最も多く、中でも、日齢 0 日が 7人、0ヶ月が 4人でした。こうした事例では、妊婦健診未受診、母子健康手帳未発行が多いことが挙

げられていました。妊娠期に十分な支援が受けられていないと言えるでしょう。主たる加害者は実母が最も多く（56.9％）、3歳未満

の事例においては「保護を怠ったことによる死亡」「泣き止まないことへのいらだち」が加害の動機として多かったようです。一方、

心中による虐待死は、0歳にとどまらず 17 歳まで分散しており、実母が主たる加害者となる事例が 80.5％でした。加害の動機として

は「保護者自身の精神疾患、精神不安が」34.1％と多い一方、動機やきっかけが不明の事例も多いようでした。 

こうした虐待事件を聞くたびに胸がしめつけられます。こどもたちの 

死を悼み、虐待死を減らすための努力を惜しまないことが必要です。 

特に、妊娠期からの予防・支援が重要であることを痛感します。 

センターでは 3月にテーマ別研修「死亡事例から学ぶ」を開催します。 

児童虐待重大事例の分析、死亡事例の検証、虐待死をふまえて支援の 

充実化に取り組んでいる自治体からの報告などを予定しています。 

ぜひご参加ください。 

【厚労省 HP】社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護事例の検証に関する専門員会 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000037b58.html (南山) 

 

子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について（第 9 次報告） 

児童相談所への相談対応件数 

・親権停止審判事例 


